
調査報告

｢オーストラリア現地企業と日系企業のトップ

マネジメントと人的資源管理に関する調査｣

丹 野 勲

はじめに

著者は､2000-02年に､オース トラリア資本の現地企業と日系企業の経営全般に

関する調査を実施した｡本稿は､その調査の中で､主に トップマネジメントと人的

資源管理に関する部分の中間結果である｡

本調査は､2000-01年にかけて､オース トラリアの証券市場に上場 している企業

を中心に現地資本企業約200社に英文の質問紙を送付 し､10社から回答を得た｡さ

らに､この中の1社は2002年に訪問し､インタビュー調査を実施 した｡オース トラ

リア日系企業については､同時期に約70社に質問紙を送付 し､10社から回答を得た｡

さらに､この中の2社は2002年に訪問し､インタビュー調査を実施した｡

本報告は､この調査の中間報告である｡なお､この内容とほぼ同様の調査を､

2000年から現在まで､タイ､インドネシア､マレーシア､ベ トナム､中国､フィリ

ピン､ミャンマー､インド､台湾といったアジア諸国でも実施 しており､今後これ

らの調査結果を報告する予定である｡ その意味で､本稿は､これらの一連の調査に

関する最初の報告である｡

第1章 トップマネジメン トとコーポ レー トガバナンス

著者が実施したオース トラリア現地企業と日系企業に関するの実証研究の調査結

果から､ トップマネジメントとコーポレー トガバナンスについて考察してみよう｡
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現地企業の結果

･HowisthecareerofChairmanoftheBoard?PleasemarkXatthemostsuitable

clause.

(2 )(1)ProfessionalExecutivepromotedtheinnercompany

( )(2)ExecutivecomesfromGovernmentorstate-ownedcompany.

(1 )(3)Foreignerfromforeignheadquartercompany

(2 )(4)Localcapitalcontributor(whoisalargestockholder)

(1 )(5)ProfessionalExecutiverecruitedbyaheadhuntingfromoutside

(2 )(6)SpecialistinLawyer,Consultant,UniversityProfessor,etc.

(2 )(7)Nobleman

Others(ifany,pleasementionconcretely)(2 )

･HowisthecareerofManagingDirector?PleasemarkXatthemostsuitable

clause.

(4 )(1)ProfessionalExecutivepromotedtheinnercompany

( ~)(2)ExecutivecomesfromGovernmentorstate-ownedcompany.

(1 )(3)Foreignerfromforeignheadquartercompany

( )(4)Localcapitalcontributor(whoisalargestockholder)

(4)(5) ProfessionalExecutiverecruitedbyaheadhuntingfromoutside

( )(6)SpecialistinLawyer,Consultant,UniversityProfessor,etc.

( )(7)Nobleman

Others(ifany,pleasementionconcretely)(1

･(Answerforeigncompanyonly)AboutyourTopManagement;

(1)HowisthestructureofBoardofDirectors?

Foreigner(3,2 )persons,Localpeople(ll,5 )persons

(2)TheChairmanofBoardisforeignerorlocalpeople?PleasemarkXatthemost

suitableone.

Foreigner(1 ), Localpeople(1 )

(3)ManagingDirectorisforeignerorlocalpeople?PleasemarkXatthemost

suitableone.

Foreigner(0 ),
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･DoyouhavethesystemofCorporateGovernanceasbelow?PleasemarkXatthe

mostsuitableclausesasfollows.(Morethan2clausesareacceptable)

(9 )(1)Appointmentofouterpersonforcompanydirector

(9 )(2)Appointmentofouterpersonforcompanyatlditor

(6 )(3)Separatebetweentheboardofdirectorsandtheexecutivecommittee

(1 )(4)Mainbankingsystem(monitoringmainbank)

Others(concretely)(

日系企業の結果

･貴社の経営者についてお聞きします｡取締役の構成はどうなっていますか｡

日本人 (6,5,4,3,4,4,3,) 現地人 (0,0,1,1,0,0,0)名

･貴社の会長(ChairmanofBoards)は日本人ですか現地人ですか｡

日本人 (8 )､ 現地人 (0 )

･貴社の社長(ManagingDirector)は日本人ですか現地人ですか,,

日本人 (8 ) 現地人 (1 )

現地企業10社の トップマネジメントに調査結果について考察してみよう｡

オース トラリア現地企業の取締役会会長 (ChairmanoftheBoard)の経歴につい

て見てみよう｡ 企業内部出身の会長は､2社 (20%)のみである｡現地の大株主が2

社 (20%)､法律家､コンサルタント､大学教授等の専門家が2社 (20%)､貴族等

の名門家が2社 (20%)､であり､以下外国の親会社からの外国人が1社 (10%)､外

部からヘ ッドハンティングが1社 (10%)となった｡以上の結果からすると､オー

ス トラリアの現地企業の会長は､内部出身の会長の割合は低 く､大株主としての機

関投資家､専門家､名門家､外国の親会社､等の多様な人材が就任 している｡ 日本

の企業の場合は､かなりの割合で企業内部の出身者が会長であることから､オース

トラリア企業と相違 しているようである｡

オース トラリア現地企業の社長 (ManagingDirector)の経歴についてみてみよ

う｡ 企業内部出身の社長は､4社 (44%)である｡外部からヘッドハンティングし

たプロフェショナル経営者が4社 (44%)である｡ 以下､外国の親会社からの外国

人社長が1社 (11%)となった｡以上の結果からすると､オース トラリアの現地企

業の社長は､内部出身の割合が取締役会会長より高いことから､取締役会のメンバ
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-は外部人材から､業務執行をしている経営者については内部出身の人材を当てて

いることが伺われる｡ また外部から招蒋したプロフェショナル社長もかなり割合で

存在している｡

日系企業10社､日系以外の外資系企業2社の トップマネジメントの調査結果につ

いて考察してみよう｡

オーストラリアの日系企業の トップマネジメントの特徴は､日本人が経営者とし

て執行している割合が高いことである｡ 会長については8社 (100%)､社長につい

ては8社 (89%)が日本人で占められている｡ 現地人社長は1社､日商岩井が買収し

たミネラルサンド社のみである｡ また､取締役の構成においても､ほとんどが日本

人 (現地人が1人取締役である会社は､現地側出資49%の会社､および1960年に設

立した比較的古い会社のみである)で占められている｡ ただ､日系企業の場合､1

礼 (日本側51%､現地側49%出資)以外すべて､100%出資した会社であるという

事情もあろう｡ このような点を考慮しても､日系企業の場合､ トップマネジメント

の現地化が進んでいない実態が伺われる｡

日系以外の外資系企業2社の トップマネジメントの調査結果によると､社長

(ManagingDirector)については2社とも現地人で､会長 (TheChairmanofBoard)

は現地人と外国人が1人ずつとなっている｡ 業務執行の責任者である社長は､2社と

も現地人であることから､日系企業に比較するとトップマネジメントの現地化が進

んでいることが伺われる｡ ちなみに､会長､社長とも現地人であるこの会社は､

Woodside社であり､他の1社､会長が現地人で社長が現地人の会社は､中国資本が

60%､現地資本が40%の会社である｡

オース トラリア日系企業の経営に関連して述べれば､ トップマネジメントを一挙

に現地化することはなかなか困難であるとも言えよう｡ 日本企業の海外での現地経

営の場合､日本人が海外子会社の中枢で管理するタイプがまだ一般的なためである｡

次に､コーポレー トガバナンスについて考察してみよう｡

オース トラリア現地企業のコーポレー トガバナンス調査結果によると､ほとんど

の企業 (9社 (90%))で､外部取締役と外部監査役を置いていると回答している｡

また､取締役会 (theboardofdirectors)と経営執行委員会 (theexecutive

committee)は明確に分離していると回答した企業も6社 (60%)あった｡しかし､

メインバンクシステムも持つと回答した企業は1社 (10%)であった｡このような

結果からすると､オース トラリア現地企業のコーポレー トガバナンスは､アメリカ
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を中心とした制度と共通する点が多いようである｡

第2章 オース トラリアの人的資源管理の全般的問題点

オース トラリア現地企業と日系企業の調査結果により､人的資源管理の全般的問

題点について考察してみよう｡

日系企業結果

･貴社の現在の人事 ･労務管理上の重要な問題点は何ですか｡以下の項目につい

て､最も当てはまる問題点の程度に○をつけてください｡

き わめて閉場 やや問題 中程度 あ ま り 問 題でな い 間額 でない

a労使関係 (労働組合)

b賃金上昇

C高い離職率

d優秀な大卒者採用の困難性

e優秀な現場従業員採用の困難性

f住宅政策

g労働時間 ･休日問題

h男女平等雇用

i優秀な管理者の不足

j少数民族(人種)雇用

k現地人従業員の仕事能力

その他 (具体的に)(

(2 ) (3 ) (1

(5 ) (2 ) (2

( ) (1 ) (2

(1 ) ( ) (4

(2 ) (2 ) (3

( ) (1 ) (1

( ) (3 ) (1

( ) ( ) (1

(3 ) (3 ) (2
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現地企業結果

Whatistheimportantprobleminthepresentpersonnelandhumanresources

managementatyourcompany?PleasemarkXatthemostsuitableclausesas

follows.

V_e_ry_Pro_b1e_m

(1)IndustrialRelations(LaborUnion)

(2)IncreaseSalary(Wage)foremployees.
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(4)Difficultyinrecruitinggoodgraduates

(5)Difficultyinrecruitinggoodworkers

(6)Housingpolicy

(7)Laborworkingtimesandholidays

(8)Employmentopportunityforfemale

(9)Deficiencyofgoodmanagingstaffs

(10)Employmentopportunityfor
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オース トラリア日系企業の人的資源管理の全般的問題点の結果について考察して

みよう｡｢きわめて問題｣および ｢やや問題｣と回答した､人的資源管理の問題点

の項目に関して多い順にあげると､賃金上昇 (7社)､優秀な管理者の不足 (6社)､

労使関係 (労働組合)(5社)現地人従業員の仕事能力 (5社)であった｡逆に､｢あ

まり問題ではない｣および ｢問題ない｣と問題点が少ないと回答した項目に関して

多い順にあげると､少数民族(人種)雇用 (8社)､住宅政策 (7社)､男女平等 (7社)､

高い離職率 (6社)であった｡

次に､オース トラリア現地企業の人的資源管理の全般的問題点の結果について考

察してみよう｡｢きわめて問題｣および ｢やや問題｣と回答した､人的資源管理の

問題点の項目に関して多いJt酎こあげると､優秀な現場従業員採用の困難性 (4社)､

優秀な管理者の不足 (3社)､労使関係 (労働組合)(3社)､優秀な大卒者採用の困

難性 (3社)であった｡逆に､｢あまり問題ではない｣および ｢問題ない｣と問題点

が少ないと回答した項目に関して多いJl酎こあげると､現地人従業員の仕事能力 (7

社)､住宅政策 (6社)､労働時間 ･休日問題 (6社)､少数民族(人種)雇用 (6社)､

であった｡

以上を踏まえた上で､これから､人的資源管理の個別的内容に関しての調査結果

について考察していこう｡

第3章 報酬 とインセンティブ

(1)賃金制度

オース トラリア現地企業と日系企業の調査結果により､賃金制度についてみてみ
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よう｡

日系企業の結果

･貴社の正社員の貸金制度は､ どうなっていますか｡各職種 ごとに､最 も当てはま

る貸金制度に1つだけ○をつけて ください｡

時給を基本とした賃金､週給を基本 とした貸金､月給を基本 とした貸金､年俸を

基本 とした貸金

工 員 ;

事務職 ;

技術職 ;

管理職 ;
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現地企業の結果

･Howisthesystemofsalary.sbaseforfull-timeemployees?PleasemarkXatany

clausesthatarebeingappliedinthesystem.

日QTur_!y91r_9旦ilyBa_Se,WeiekkrRS_Q, MQQthlJy_Ba_set, ¥e_a_也 B_aSe
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オース トラリア日系企業の貸金制度について考察 してみよう｡工員は､週給や時

給 を基本 とした企業が9社 (90%)と圧倒的に多い｡)事務職､技術職については､

年俸を基本 とした企業8社 (89%)とほとんどで､また管理職については､年俸 を

基本 とした企業が9社 (100%)となっている｡ この結果からすると､ブルーカラー

については､週給､時給をベースとし､ホワイ トカラーについては年俸をベースと

している日系企業が一般的である. 管理職については､ほとんどの日系企業で年俸

をベースとした賃金制度が採用 されている｡

次に､オース トラリア現地企業の貸金制度について考察 してみよう｡ 工場労働者

は､週給や時給を基本 とした企業が4社 (50%)である｡ オース トラリアの現地企

業で､工場労働者を年俸をベースとする企業が3社 (37%)､月給をベースとする企
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業が1社 (12%)あることは注 目される｡この年俸 をベースとする企業3社は､鉱業､

バイオテクノロジー､製薬関連業種であ り､月給をベースとする企業は石油関連企

業である｡ 事務職については､年俸を基本 とした企業5社 (55%)であ り､技術職

については､年俸 を基本 とした企業4社 (57%)である｡ また管理職については､

年俸を基本 とした企業が5社 (62%)となっている｡ この結果か らすると､オース

トラリア現地企業はブルーカラーについては､過給､時給をベースとする形態が多

いが､一部の企業 (特に新 しい高度技術関連の企業が多い)で､年俸や月給を基本

とした貸金形態を見られる｡ ブルーカラーのホワイ トカラー化 というべ き動 きは注

目されよう｡ ホワイ トカラーについては月給や年俸をベースとしている現地企業が

一般的であるが､一部の企業では過給ベースの企業 もある｡ 管理職については､年

俸や月給をベースとした賃金制度が一般的に採用されている｡

(2)平均賃金

平均賃金の調査結果について考察 してみよう｡

日系企業の結果

･貴社の正社員の1ケ月の平均賃金 (基本給 +諸手当十オーバータイム)は､各職

種 ･階層でおよそどの程度ですか｡

現場ワーカー(工員);(30000,30000,30000,30000,35000,40000,3200/m,1750+140/m)

一般事務職 ;(30000,30000,40000

一般技術職 ;(

現場監督職(係長級程度);(

管理職 (課長級程度);(

上級管理者 (部長職程度)(

現地企業の結果

･HowmuchistheAverageSalary(Wage)ofyouremployeeinonemonth(basic

salaⅣ+Otherallowances+Overtime)?Howmuchforeachtypeofjob?

(1)Factoryworker

(2)OfficeStaffs

(3)Engineers

(4)SupeⅣisorinfactoⅣ
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(33000,30000,30000,3600/m 500/W )

( 60000,3800/m 1000/W )

(42000, 50000,5000/m 1000/W )
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(5)MiddleManager(sectionmanagerlevel)( 50000,80000,6000/m 2000/W

(6)UpperManagingStaffs(departmentmanagerlevel)(80000,8000/m 2000/W

＼-

1I

日系企業と現地企業の賃金水準に関する調査結果について考察してみよう (この

結果の調査時点は､2001年である)0

オース トラリア日系企業の工場労働者､および､一般事務職の年間の貸金額は､

基本給に各種の付加給付､残業手当を含んだ額は､およそ30000豪 ドルから40000豪

ドル程度という結果となった｡

オース トラリア現地企業の賃金水準の結果についてみてみよう｡工場労働者

(Factoryworker)の年間の貸金額は､基本給に各種の付加給付､残業手当を含ん

だ額は､およそ28000豪 ドルから40000豪 ドル程度という結果となった｡現地企業の

1社は､月給で3500豪 ドル､また他の1社は過給では500豪 ドルと回答 した｡また､

一般事務職 (0fficeStaffs)は､工場労働者よりやや高く､年間の貸金額は､およ

そ30000豪 ドルから43000豪 ドル程度という結果となった｡

オース トラリア現地企業の技術者 (Engineers)の年間の貸金額は､基本給に各

種の付加給付､残業手当を含んだ額は､およそ45000豪 ドルから60000豪 ドル程度と

いう結果となった｡現地企業の1社は､月給で3800嚢 ドル､また他の1社は週給では

1000豪 ドルと回答した｡また､工場の職長 (Supervisorinfactory)は､年間の貸

金額は､およそ42000豪 ドルから60000豪 ドル程度という結果となった｡現地企業の

1社は､月給で5000豪 ドル､また他の1社は週給では1000豪 ドルと回答した｡

オース トラリア現地企業の中間管理職 (MiddleManager(sectionmanagerlevel))

の年間の貨金額は､基本給に各種の付加給付､残業手当を含んだ額は､およそ

50000豪 ドルから80000豪 ドル程度という結果となった｡現地企業の1社は､月給で

6000豪 ドル､また他の1社は週給では2000豪 ドルと回答 した｡また､上級管理職

(UpperManagingStaffs(departmentmanagerlevel))は､年間の貸金額は､およそ

80000豪 ドルから96000豪 ドル程度という結果となった｡現地企業の1社は､月給で

8000豪 ドル､また他の1社は週給では2000豪 ドルと回答した｡

以上の結果をまとめると､工場従業員を代表とするブルーカラーと一般事務職の

賃金水準は､日系企業および現地企業ともほぼ同水準で､年額30000豪 ドルから

40000豪 ドル (1豪 ドル約70円で換算すると､210万円から280万円)のようである｡

さらに､技術職､職長､管理職については､日系企業の回答結果がないので､現地

企業との比較は出来ないが､現地企業については､だいたい42000豪 ドルから96000
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豪 ドル程度 (1豪 ドル約70円で換算すると､294万円から672万円)のようである｡

(2)賃上げ

現地企業の結果

･Lastyear,howmuchdidyourcompanyincreasesalaryforemployees?

(3,4,4,4,4,5)%

現地企業の昨年 (1999年)の賃上げ率に関する調査結果によると､賃上げ率は､

3%から4.5%といった水準のようである｡

(3)賞与､ボーナス

1 貴社の昨年の平均賞与は､どの程度ですか｡

約 (0,0,0.5,1.5,1(Managerのみ),0)ヶ月分､

(税前利益Ⅹ5%),(業績にリンクしスタッフのみ)

2 賞与は年に何回支給していますか｡ (1,1,1,2,1,1 )回

3 賞与支給額の内､査定による個人格差は､何%位ありますか｡(30,14,10 )%

1 HowmuchwastheAverageBonusinlastyear?

Approximately(1,0,4,0,0)months,(10K,individual)

(managerexecutiveonly)

2 Howmanytimesinoneyeardoesyourcompanypaybonustoemployees?

(1,1,1,1,0,1,0,1)times

3 AccordingtoPerformanceAppraisalofindividualemployee,howmuchisthe

differentpercentageineveryemployee'sbonus? (3,0-10,0-12.5,.)%

日系企業でボーナスを支給 したと回答した企業は5社 (50%)であり､その年間

の支給額はおよそ0.5-1.5カ月であった｡また､支給対象を､スタッフやマネージ

ーのみとし､工場従業員を除外 している日系企業もあった｡オース トラリアの日系

企業のボーナスは､日本のように給与体系の中に確固として組み込まれているわけ

ではなく､好業績に対する従業員への利益還元､または､経営者や管理者といった

特定の会社幹部に対するインセンティブ､業績分配といった性格が強く､金額も日

本に比較すると一般的に低い｡ボーナス支給額の内､査定による個人格差は､10-
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30%程度という結果であった｡このように,日本での経営慣行のように､ボーナス

が貸金の相当部分を占め､それがかなり恒常的に支給されているという制度は､オ

ース トラリアには定着していない現状のようである｡

オース トラリア現地企業でボーナスを支給 したと回答した企業は6社 (60%)で

あり､その年問の支給額は1ケ月が1社､4ケ月会社､業績 ･個人の業績による企業

が3社であった｡また､支給対象を､スタッフやマネージーのみとし､工場従業員

を除外 している現地企業も多い｡オース トラリアの現地企業のボーナスは､日系企

業と同じく､好業績に対する従業員への利益還元､または､経営者や管理者といっ

た特定の会社幹部に対するインセンティブ､業績分配といった性格が強い｡ボーナ

ス支給額の内､査定による個人格差は､0-12.5%程度という結果であった｡

(4)定期昇給

日系企業の結果

･貴社は制度的に､原則として一定の昇給を保証する定期昇給制度が存在しますか｡

(1)存在する (3 ) (2)存在しない (6 )

･現地企業の結果

･Doyouhavethesystemthatasageneralruleemployee'ssalaryincreases

automaticallyeveryyearaccordingtoseniority.

(1)Yes (1 ) (2)No (9 )

日系企業と現地企業の定期昇給に関する調査結果について考察してみよう｡

オース トラリア日系企業で定期昇給制度を採用 している企業は3社 (33%)､採用

していない会社は6社 (67%)となった｡また､オース トラリア現地企業で定期昇

給制度を採用 している企業は1社 (10%)､採用 していない会社は9社 (90%)とな

った｡

以上の結果からすると､現地企業については､90%とほとんどの企業が定期昇給

制度はないが､日系企業については3社､33%の企業で定期昇給制度を採用 してい

ることになる｡ 定期昇給制度とは､原則として毎年一定の昇給を保証する制度であ

り､年功給と関連が深い｡日本では､この定期昇給制度は､近年変わりつつある傾

向にあるが､依然としてかなりの日本企業で採用されている｡ ただし､日本でも､

定期昇給の際に個人別の業績評価を基に決定する企業も多い｡オース トラリアの日

系企業で､定期昇給制度があると回答した企業は､自動車部品関連企業と電子機器
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関連企業である｡ これら日系3社は､日本を代表する国際的大企業である点は注目

される｡

オーストラリア現地企業においては､一般的に日本のような定期昇給制度は存在

しない｡オーストラリアでは､貸金は､年齢､勤務年数により自動的に上昇すると

いう貸金システムではなく､貸金は､職務､職位､業績に基づいて決定するという

考え方強いためであろう｡

(5)アワー ドの適用

オース トラリア現地企業の実証研究の調査結果から､アワードの適用についてみ

てみよう｡

･DoyouhavetheAwardSystemthatasageneralruleemployee'ssalary(wage)is

decidedeveⅣyear.PleasemarkXateachkindofjob.

(1)FactoⅣworker (1)Yes(6

(2)Officestaffs (1)Yes(3

(3)Engineers (1)Yes(3

(4)Managingstaffs (1)Yes(3

(2)No(3

(2)No(6

(2)No(5

(2)No(6

現地企業10社のアワード適応に関する調査結果について考察してみよう｡

オーストラリア現地企業の工場労働者 (Factoryworker)のアワード適応につい

てみてみよう｡ 工場労働者にアワー ドを適応している企業は､6社 (67%)､アワー

ドを適応していない企業は3社 (33%)である｡以上の結果からすると､オース ト

ラリアの現地企業の工場労働者の約3分の2はアワー ドが適応されていることにな

る｡ この結果では､工場労働者にアワー･ドが適応されない現地企業が3社存在する

ことになる｡ これら企業の業種の内訳は､石油関連企業､資源関連企業､バイオテ

クノロジー関連企業､3社である｡注目すべきは､石油 ･資源関連企業2社が､現場

労働者にアワードが適応されていないことである｡

オース トラリア現地企業の事務職 (Officestaffs)のアワード適応についてみて

みよう｡事務職従業員にアワードを適応している企業は､3社 (33%)､アワードを

適応していない企業は6社 (67%)である｡ 以上の結果からすると､オース トラリ

アの現地企業の事務職従業員の約3分の2はアワー ドが適応されないことになる｡

オース トラリア現地企業の技術職 (Engineers)のアワード適応についてみてみ
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よう｡ 技術職従業員にアワー ドを適応している企業は､3社 (37%)､アワー ドを適

応 していない企業は5社 (63%)である｡ 以上の結果からすると､オース トラリア

の現地企業の技術職従業員の約3分の2はアワー ドが適応されないことになる｡

オース トラリア現地企業の管理職 (Managingstaffs)のアワー ド適応について見

てみよう｡管理職従業員にアワー ドを適応している企業は､3社 (33%)､アワー ド

を適応 していない企業は6社 (67%)である｡ 以上の結果からすると､オース トラ

リアの現地企業の管理職従業員の約3分の2はアワー ドが適応されないことになる｡

この結果では､管理職従業員にアワー ドが適応される現地企業が3社存在すること

になる｡これら企業の業種の内訳は､製薬関連企業､製造関連企業､製薬関連企業､

3社である｡ 管理職にアワー ドが適応されると回答した企業3枚は､多分､アワー ド

を基準として貸金が支払われているという解釈で､そう回答したのであろうと推察

される｡

以上の結果からまとめると､オース トラリア現地企業のアワー ド適応については､

工場従業員を代表とするブルーカラーについては､アワー ドが適応されている割合

が3分の2と高く､事務職､技術職､管理職といったホワイトカラーについては､ア

ワー ドが適応される割合が3分の1と､低いのが現状である｡

･DoyouhavetheOverAwardPaymentlastyear.

(1)Yes(6 ) (2)No(4 )

(6)手当

日系企業の結果

1 貴社は､以下のような手当はありますか｡いくつでも○をつけてください｡

(1)管理職役職手当 (3 )､ (2)資格手当 (3 )､ (3)家族手当 ( )､

(4)住宅手当 ( )､ (5)食事手当 ( )､ (6)通勤手当 ( )､

(7)精皆勤手当 ( )､ (8)勤続手当 ( )､ (9)生産性手当 (1 )

その他の手当があれば､御記入ください｡(

2 貸金支給総額の内､手当部分の割合はどの程度でしょうか｡ 約 ( )%

現地企業の結果

1DoyouhavethefollowingAllowances?PleasemarkXatanyonesyouhave.

(1)Managerialallowance (rl) (2)Qualificationallowance ( )
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(3)Familyallowance () (4)Housingallowance (1)

(5)Mealallowance (1) (6)Commutationallowance (1)

(7)Diligenceandregularattendanceallowance(1)

(8)Seniorityallowance () (9)Productivityallowance ( )

Others(ifany,pleasewritedown) ( )

2Howmuchisthepercentageoftheallowancesoccupiedintotalofsalary?

Approximately(0,0,20,20 )%

オーストラリアの日系企業においては､管理職役職手当が3社 (30%)､資格手当

が3社 (30%)､生産性手当が1社 (10%)あるが､家族手当､住宅手当､食事手当､

通勤手当､精皆勤手当､勤続手当を支給している企業は皆無である｡ この結果から

すると､日本企業において一般的な家族手当､住宅手当､勤続手当といった家族 ･

生活補助手当や年功的手当は､オーストラリア日系企業では一般的でないことが伺

われる｡

オース トラリアの現地企業については､管理職役職手当 (Managerialallowance)

が1社 (10%)､住宅手当 (Housingallowance)が1社 (10%)､食事手当 (Meal

allowance)が1社 (10%)､通勤手当 (Commutationallowance)が1社 (10%)､精

皆勤手当 (Diligenceandregularattendanceallowance)が1社 (10%)となった｡

この結果からすると､一般的な家族手当､勤続手当といった家族 ･生活補助手当や

年功的手当は､日系企業と同様に一般的でないようだ｡ただし､オーストラリアの

現地企業1社ではあるが､住宅手当が支給されているのは注目される｡ オーストラ

リアでは､従業員や管理職のインセンティブとして､住宅の捷供や補助が実施され

ているようである｡

(7)賃金決定における業績評価の実施

オース トラリアの現地企業と日系企業を対象とした､賃金決定における業績評価

の実施に関する調査結果についてみてみよう｡

日系企業の結果

･貴社は､賃金決定において､個々の正社員に対して業績評価 (勤務評定､査定)

を実施していますか｡各職種ごとに､1つだけ○をつけてください｡
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工 員 ; 実施 している (3 )､ 実施 していない

事務職 ; 実施 している (8 )､ 実施 していない

技術職 ; 実施 している (8 )､ 実施 していない

管理職 ; 実施 している (9 )､ 実施 していない
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現地企業の結果

･Inmakingthedecisionofsalary(wage),doyoutaketheFormalPerformance

Appraisalofeachemployee(suchasefficiencyrating,assessment)?Please

markXatoneofthefollowingoneachtypeofjob.

(1)FactoryWorkers

(2)Officestaffs

(3)Engineer

(4)Managingstaffs

Yes(6 )

Yes(8 )

Yes(8 )

Yes(8 )
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1ヽ.
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オース トラリアの日系企業においては､賃金決定において､個 々の正社員に対 し

て業績評価 (勤務評定､査定)を実施 しているかに関する回答結果を見ると､工場

従業員(工員)の職種で､実施 しているの企業が3社 (33%)､実施 していない企業が6

社 (67%)となった｡すなわち､工員の職種ではオース トラリア日系企業の3分の2

の企業が､賃金決定のための業績評価を行っていないことになる｡ これに対 して､

事務職､技術職､管理職になると､ほとんどの 日系企業で賃金決定に業績評価を導

入 している｡

オース トラリア現地企業においては､賃金決定において､個々の正社員に対 して

業績評価 (勤務評定､査定)を実施 しているかに関する回答結果を見ると､工場従

業員(FactoryWorkers)の職種で､実施 しているの企業が6社 (67%)､実施 してい

ない企業が3社 (33%)となった｡オース トラリア現地企業の3分の1の企業が､賃

金決定のための業績評価を行っていないことになるが､この割合は日系企業より低

い｡多分､これは､近年オース トラリアの企業において､ブルーカラーにおいても

業績評価を導入 しようとする経営側の動 きがあることから､これを反映 したものい

であろう｡ 事務職､技術職､管理職の職種になると､日系企業と同様､ほとんどの

現地企業が賃金決定に業績評価を導入 している｡

以上の結果から､オース トラリア日系企業において､現地の経常慣行に従い､ブ

ルーカラー従業員に関 しては上司による業績評価 ･査定を行っていない企業3分の2
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とかなり多 く存在する｡

(8)年功給 と業績給

オース トラリア現地企業 と日系企業の調査結果を元に､年功給 と業績給に関する

実態調査結果について考察 してみよう｡

日系企業の結果

･貴社は､正社員貸金の基本給決定において､年齢 ､勤続年数を重視 した年功

給的傾向が強いですか､それ とも仕事成果を重視 した業績給的傾向が強いですか｡

各職種 ごとに､当てはまるものに1つだけ○をつけて ください｡

かなり年功給的､やや年功給的､ どちらともいえない､ やや業績給的､ かなり業績給的

工 員 ;( ) (1 ) (6 ) (2 ) ( )

事務職 ;( ) (2 ) (3 ) (4 ) (1 )

技術職 ;( ) ( ) (2 ) (6 ) (2 )

管理職 ;( ) ( ) (2 ) (4 ) (4 )

現地企業の結果

Inmakingthedecisionofbasicsalary(wage)foremployees,doyouconsidertheir

AgeandSeniority,ortheAchievementoftheirwork?PleasemarkXonwhich

youhavedecidedforeachtypeofjob.
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以上の調査結果か らすると､オース トラリアの一部の 日系企業において､工員や

事務職についてはやや年功を加味 した賃金制度が存在するが､技術職､管理職につ

いてはかなりの 日系企業は､業績給的な賃金制度を採っているようである｡ 工員 と

事務職においてやや年功的と回答 した日系企業は､国際的展開の進んだ､ 日本を代

表する自動車部品関連多国籍企業の100%出資の子会社である｡ この会社は､定期
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昇給制度も存在 していると回答していることから､日本的年功を加味した貸金制度

を採用しているのであろうと推察される｡

オース トラリアの現地企業については､ほとんどの職種において､年齢､勤続年

数を重視した年功給的傾向がみられず､仕事成果を重視 した業績給的傾向が強いと

回答している｡

(9)インセンティブ制度

日系企業の結果

･貴社は､正社員や経営者に対するインセンティブとして､以下の制度を導入して

いますか｡当てはまるものに､いくつでも○をつけてください｡

(1)従業員持株制 ( )､ (2)従業員への会社利益の一定割合の配分 (1 )､

(3)従業員の独立への支援 ( )､(4)業績給の導入 (4 )

(5)ス トックオプション ( )､

その他 (具体的に)(

現地企業の結果

･Regardingthelncentivestoemployees,doyouintroducethefollowingsystems?

Please markXatanyont∋syouhaveapplied.

(1)EmployeescanpossessStocksinthecompany

(2)Distributeafixedpercentagefromthecompany-sprofittoenlployees

(3)SupporttheIndependenceofemployees

(4)Paysalarybasingonefficiencyandachievement

(5)Stockoption

Others(concretely)(

)

)

)

)

)

7

2

2

7

6

(

(

(

(

(

オーストラリアの日系企業においては､インセンティブとして業績給の導入して

いる企業が1社 (10%)､従業員への会社利益の一定割合の配分 している企業が1社

(10%)あるが､従業員持株制､ 従業員の独立への支援､ス トックオプションを導

入している企業は皆無であった｡これは､オース トラリアの日系企業は､株式を公

開している企業は少なく､日本側親会社が100%出資している企業が多いことから､

従業員持株制､ス トックオプションを導入できないという事情もあろう｡

オース トラリアの現地企業については､従業員持株制 (Employeescanpossess
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Stocksinthecompany)が7社 (70%)､業績給の導入 (Paysalarybasingon

efficiencyandachievement)が7社 (70%)､ス トックオプション (Stockoption)

が6社 (600/o)､従業員への会社利益の一定割合の配分 (Distributeafixed

percentagefromthecompany'sprofittoemployees)が2社 (20%)､従業員の独立

への支援 (SupporttheIndependenceofemployees)が2社 (20%)､採用している

と回答している｡ オース トラリア現地企業では､これらの各種のインセンティブを

積極的に活用しているようだ｡特に､現地企業において､従業員持株制の採用率が

70%､ス トックオプションの採用率が60%と高いのは注目される｡ 従業員のインセ

ンティブとして従業員持株制､経営者のインセンティブとしてストックオプション

が実施されているようである｡

(10)福利厚生制度

日系企業の結果

･貴社は､以下の福利厚生施策を実行していますか｡いくつでも○をつけてくださ

い .

(1)通勤バス ( )､(2)昼食の完全支給 (1 )､ (3)独身寮 ( )

(4)社員住宅 ( )､(5)ユニホームの支給 (5 )､(6)保養所 ( )

(7)貸付金制度 (1 )､(8)懇親旅行 ( )､ (9)慶弔金規定 ( )

その他 (具体的に)(

現地企業の結果

･Doyouhaveapolicyofwelfareasbelow-mentioned.PleasemarkXatanyones

youhave.

(1)Commutationbus (4 ) (2)Fullpayforlunch

(3)Dormitoryforsingleemployees (3 ) (4)Houseforemployees

(5)Uniformsupply (6 ) (6)Sanatorium

(7)Loansystem (1 ) (8)Familiarizationtrip

(9)Regulationsoncongratulationandcondolencebudget

Others(concretely)(

)

)

)
)

)

3

4

2

(

(

(
(

(

オース トラリアの日系企業における福利厚生施策としては､ユニホームの支給が

5社 (50%)､昼食の完全支給1社 (10%)､貸付金制度1社 (10%)のみである｡
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オース トラリアの現地企業については､ユニホームの支給が6社 (60%)､通勤バ

ス4社 (40%)､社員住宅4社 (40%)､昼食の完全支給3社 (30%)､独 身寮3社

(30%)､懇親旅行2社 (20%)､貸付金制度1社 (10%)であった｡

この結果をみると､オース トラリアの現地企業において各種の福利厚生施策が行

われていることがわかる｡ オース トラリア現地企業の工場従業員を対象とした､ユ

ニホーム支給､通勤バス､社員 ･独身住宅等の施策が行われているようである｡

第4章 雇用管理

(1)新卒採用

オース トラリアの現地企業を対象 とした､新卒採用に関する調査結果についてみ

てみよう｡

･DoesyourcompanyrecruitperiodicallynewgraduatesfromUniversity?Please

markXatoneofthefollowing'.

(1)Yes (7 ) (2)No (3 )

･Lastyear,howmanynewgraduatesfromliberalartsandengineeringdidyour

companyrecruit? Fromliberalarts( )persons

Fromengineering(10,3,2, )persons

オース トラリア現地企業の新卒採用の調査結果によると､大学卒の新卒採用を定

期的に実施 している企業は7社 (70%)､実施 していない企業は3社 (30%)となっ

た｡かな りのオース トラリアの現地企業では､特に技術系を中心 として､大学新卒

採用を採用制度の1つ として導入 していることが伺われる｡

(2)配置転換

現地企業 と日系企業を対象 とした配置転換に関する調査結果についてみてみよ

う ｡

日系企業結果

･貴社は､原則 として､正社員を他部門､他職種 を含めた配置転換 を定期的に行っ

ていると思いますか｡各職種 ごとに､1つだけ○をつけて ください｡
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まったくそう思う､ ほほそう思う､

工 員 ;(1) (1 )

事務職 ;( ) ( )

技術職 ;( ) ( )

管理職 ;( ) (1 )

どちらともいえない､あまりそう思わない､まったくそう思わない

(1 ) (2 ) (4

(1 ) (3 ) (5

( ) (4 ) (5

(1 ) (3 ) (4

現地企業結果

･Doyouthinkthatinprinciple,yourcompanywillapplyaJobRotatioforfulトーime

employeesinclusiveofothersectionsandotherjobs?PleasemarkXateachkindof

job.

Deii__QitekJr_u_e_ NQ_rmaと D_e_fi_nite_iyIfl_C_Qrrle_C_t

(1)FactoryWorker;
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オース トラリア日系企業において､原則 として､正社員を他部門､他職種を含め

た配置転換 を定期的に行っているかに関する調査結果についてみてみよう｡｢あま

りそう思わない｣ と ｢全 くそう思わない｣と配置転換 をネガティブに回答 した企業

の割合 を職種別にみると､工員については6社 (66%)､事務職 については8社

(89%)､技術職については9社 (100%)､管理職については7杜 (78%)となった｡

この結果からすると､日系企業の視点か らの認識だと､全般的には各職種 とも他部

門-の配置転換があまり実施されていないようである｡ ただ､注 目すべ きは､工員

の職種で､他部門への配置転換を定期的に実施 していると回答 している日系企業 も

2社ある点である｡ 一部の少数の日系企業では､他部門への配置転換 を行っている

実態 もあるのであろう｡

次にオース トラリア現地企業において､原則 として､正社員を他部門､他職種を

含めた配置転換 を定期的に行 っているかに関する調査結果についてみてみ よう｡

｢あまりそう思わない｣ と ｢全 くそう思わない｣ と配置転換 をネガティブに回答 し

た企業の割合を職種別にみると､工員については2社 (25%)､事務職については2

社 (20%)､技術職については3社 (30%)､管理職については2社 (20%)となった｡
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この結果からすると､日系企業と比較すると､全般的には各職種 とも他部門への配

置転換が実施されている結果となっている｡ この結果は､非常に興味深い結果であ

る｡ 従来､オース トラリア現地企業は､他部門への配置転換を定期的に実施 してい

ない傾向があると指摘 されていたが､本結果は逆の結果となった｡これは多分､前

述 した配置転換に関する結果と同様に､オース トラリアの企業経営の動 きとして､

マルチスキル､多能工 という動 きがあること､また､事務職 ･管理職においてもチ

ームマネジメント､ジェネラリス トへの再評価の動 きがあることに無縁ではあるま

い｡

(3)内部昇進

現地企業と日系企業を対象とした内部昇進に関する調査結果について考察 してみ

よう｡

日系企業結果

･貴社は､従業員の内部昇進 (企業内での昇進)を重視 し､現実に内部昇進が一般

化 していると思いますか｡各職種ごとに､1つだけ○をつけてください｡

まったくそう思う､ほぼそう思う､ どちらともいえない､あまりそう思わない､まったくそう思わない

工 員 ;(1 ) (3 )

事務職 ;( ) (1)

技術職 ;( ) (3 )

管理職 ;(1 ) (3 ′)
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オーストラリア日系企業において､内部昇進を重視し､現実に行われているかに

関する調査結果についてみてみよう｡｢全くそう思う｣と ｢ほぼそう思う｣と内部

昇進を肯定的に回答した企業の割合を職種別にみると､工員については4社 (44%)､

事務職については1社 (12%)､技術職については3社 (33%)､管理職については4

礼 (44%)となった｡この結果からすると､日系企業の視点からの認識だと､工員

と管理職については約4割の日系企業が内部昇進を肯定しているが､事務職につい

てはその肯定割合は1割台とかなり低い｡全般的には各職種とも他部門への配置転

換があまり実施されていないようである｡

次にオーストラリア現地企業において､内部昇進を重視し､現実に行われている

かに関する調査結果についてみてみよう｡｢全 くそう思う｣と ｢ほぼそう思う｣と

内部昇進を肯定的に回答 した企業の割合を職種別にみると､工員については8社

(89%)､事務職については10社 (100%)､技術職については9社 (100%)､管理職

については10社 (100%)となった｡この結果からすると､日系企業と比較すると､

全般的には各職種とも内部昇進を重視し､実施されている結果となっている｡ この

結果は､非常に興味深い結果である｡ 従来から､オーストラリア現地企業には､内

部昇進の傾向が強い企業も一部存在するとの指摘がなされていたが､本結果はそれ

を裏付けるものである｡

(4)ジェネラリス トとスペシャリス ト

現地企業と日系企業を対象としたスペシャリストとジェネラリストに関する調査

結果について考察してみよう｡

日系企業の結果

･貴社の以下の従業員のキャリアは､ジェネラリス トとスペシャリストのどちらの

傾向が強いですか｡最も当てはまるものに､1つだけ○をつけてください｡

まったくジェネラリスト､ほほジェネラリスト､どちらともいえない､ ほぼスペシャリスト､ かなりスペシャリスト

事務職 ; ( )

管理職 ; ( )
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t
l
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iZⅦ■lしu
EZq
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現地企業の結果

･Doyouthinkthatcareeroffull-timeemployeeswillhavethetendencytobe

specialistorgeneralist?PleasemarkXonwhichyouhavedecidedforeachtypeof
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オース トラリア日系企業において､従業員のキャリアは､ジェネラリス トとスペ

シャリス トのどちらの傾向が強いかに関する調査結果についてみてみよう｡ 事務職

については､ほぼスペシャリス トと回答した企業が8社 (100%)と多かった｡管理

職については､ややジェネラリス トと回答した企業が4社と最も多いが､ややスペ

シャリス トと回答した企業も2社あり､必ずしも明確な傾向は出なかった｡

次に､オース トラリア現地企業において､従業員のキャリアは､ジェネラリス ト

とスペシャリス トのどちらの傾向が強いかに関する調査結果についてみてみよう｡

事務職 (OfficeStaffs)については､ほぼスペシャリス トと回答した企業が4社と多

かった｡管理職 (ManagingStaffs)については､ジェネラリス トと回答した企業

が1社､ややジェネラリス トと回答した企業が3社あったが､ややスペシャリス トと

回答した企業も1社､ジェネラリス トと回答した企業も1社あり､必ずしも明確な傾

向は出なかった｡

以上の結果からすると､現地企業､日系企業とも事務職 ･オフィススタッフにつ

いては､スペシャリス ト､専門職としての強いが､管理職のレベルになるとスペシ

ャリス トのケースのみでなく､ジェネラリス トのケースもあり多様のようである｡

管理職は､将来の経営者候補としてさまざまな経歴を踏むことも要求されること､

多様な職場で管理者として能力を発揮することが望まれること､等のため､ある程

度ジェネラリストとしての素質 ･能力や要求されるのであろう｡

(5)離職

オース トラリアの現地企業と日系企業を対象とした､離職率に関する調査結果に

ついて考察してみよう｡

日系企業の結果

･ 貴社の正社員の離職率は､およそ年間どの程度ですか｡

10-1現場ワーカー (工員); (2,5,10,10,20,30,60)%
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10-2事務職 ;

10-3技術職 ;

10-4管理職 ;

現地企業の結果

(0,0.5,5,10,10,15,20)%

(0,0.5,5,5,10,15,20)%

(0,0,0,1,5,15 )%

･Howmuchistheratiooffull-timeemployeeswholeavetheirjobinayear?

(1)FactoryWorker

(2)OfficeStaffs

(3)Engineers

(4)ManagingStaffs

(2,5,5,10,10,25 )%

(0,2,2,4,5,20,25)%

(0,2,15 )%

(1,1,5 )%

オース トラリア日系企業の離職率についてみると､企業によりかなり差があるよ

うである｡ 現場ワーカー (FactoryWorker)のレベルを見ると､2%から60%まで､

分散している｡60%と回答した日系企業は､大手自動車部品企業である｡ 事務職､

技術職､管理職になると､現場ワーカーより離職率は低い傾向があるようで､特に

管理職レベルとなると最も離職率は低い｡

オース トラリア現地企業の離職率についてみると､企業により差があるが､現場

ワーカー (工員)のレベルを見ると､2%から25%まで､分散している｡25%と回

答した現地企業は､鉱山関連企業である｡技術職､管理職になると､日系企業と同

様に､現場ワーカーより離職率は低い傾向があるようで､特に管理職レベルとなる

と1-5%と最も離職率は低い｡

(6)長期雇用

オース トラリアの現地企業と日系企業を対象とした､解雇と長期雇用に関する調

査結果について考察してみよう｡

(a)解雇

･貴社はかなりの従業員をレイオフ (解雇)した経験がありますか｡

(1)ある (1 )､ (2)ない (8 )

レイオフしたのはいつ頃で､何人ぐらいですか｡

( )午 (6 )月頃､ (3

･Hasyourcompanyoftenlaido#employees?

(1)Yes(6 ) (2)No(4 )
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Whendidthelay-Offhappen?Howmanypersons?

(94,99,99,99,2000)year( )month,(20,25,1000,2000,6000)persons

(b)長期雇用

日系企業の結果

･貴社は､原則として､正社員を解雇せず､長期雇用を維持しようとしていると思

いますか｡1つだけ○をつけてください｡

まったくそう思う､ほぼそう思う､どちらともいえない､あまりそう思わない､まったくそう思わない

(2 ) (6 ) (1 ) ( ) ( )

現地企業の結果

･DoyouthinkthatyoLlrCOmpanyWillhavethetendencytokeepfulトーime

employeesworkinginlong-term,nolay-off,inprinciple?PleasemarkXatoneofthe

following.

definitelytrue normal definitelyincorrect

1 2 3 4 5

(1 ) (3 ) (3 ) (1 ) (1 )

オース トラリア日系企業において従業員をレイオフ(解雇)した経験があるかにつ

いての調査の結果によると､レイオフした経験のある企業の割合は1社 (11%)､レ

イオフの経験のない企業は8社 (89%)であった｡｢原則として､正社員を解雇せず､

長期雇用を維持 しようとしていると思いますか｡｣の質問に対 して､｢まったくそう

思う｣､｢ほぼそう思う｣と回答した日系企業は8社 (89%)あった｡これを見ると､

大多数の日系企業は長期雇用を方針としているようだ｡

オース トラリア現地企業において従業員をレイオフ(解雇)した経験があるかに関

する調査結果によると､レイオフした経験のある企業の割合は6社 (60%)､レイオ

フの経験のない企業は4社 (40%)であった｡レイオフの時期を見ると､99年が3社

と最も多い｡レイオフの規模もかなり多く､1000人､2000人｡6000人を解雇した会

社が3社あった｡｢原則として､正社員を解雇せず､長期雇用を維持しようとしてい

ると思いますか｡｣の質問に対して､｢まったくそう思う｣､｢ほぼそう思う｣と回答

した現地企業は4社 (44%)であったが､｢あまりそう思わない｣､｢まったくそう思

わない｣と回答 した現地企業も2社あった｡オース トラリア現地企業においても､

雇用の維持を方針としているいる企業が存在する反面､方針としない企業をも存在
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する｡ この調査結果からすると､オース トラリアの日系企業は､現地企業よりはレ

イオフを行っていないようである｡日系企業は､必要な場合解雇を行うという原則

のようである｡ 日本企業は､従来から雇用を守 り､できるだけ解雇をしないという

原則がある程度行われているが､オーストラリアにおいては､現地の慣行に従い必

要な場合最小限の解雇をするという考え方のようだ｡ただし､この調査では､サン

プルも少なく､撤退した日系企業のケースを考慮していないので､日系企業はレイ

オフを行わない傾向にあるとは断言できないだろう｡

オース トラリアの現地企業については､業績悪化や事業縮小等場合､かなり思い

切ったレイオフが行われる現実があるのであろう｡ ただし､オース トラリア現地企

業においても､原則として､正社員を解雇せず､長期雇用を維持しようとしている

と､と回答した企業が3社あり､レイオフの経験のない企業もあることから､なる

べ くレイオフを避け長期雇用を維持している現地企業も存在する点の認識も重要で

あろう｡

(7)退職制度

現地企業の結果

･Doesyourcompanyhavetheretirementagesystem?PleasemarkXatoneofthe

following:

(1)Yes(1 ) (2)No(7 )

Whatretirementageisappliedfor?

(1)Factoryworker ( )yearsold

(2)Officestaffs (65 )yearsold

(3)Engineers ( )yearsold

(4)Managingstaffs (65 )yearsold

･Doesyourcompanyhavearetirementallowancesystem?PleasemarkXatoneof

thefollowing:

(1)Yes(2 ) (2)No(7 )

Howmuchistheretirementaverageallowanceforfulトtimeemployees?(Ifpaid)

For3yearsworkingtime About(6 )months

For7yearsworkingtlme About(12 )months

ForlOyearsworkingtime About(18 )months
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For20yearsworkingtime About(24 )months

Formaximumworkingtime About(24 )months

オース トラリア現地企業の退職制度に関する調査について考察してみよう｡オー

ス トラリア現地企業で､退職年齢を設けている企業は1社 (13%)のみで､7社

(87%)が退職年齢を設けていないと回答している｡ オース トラリアの場合､定年

退職制度は存在 しない形が一般的である｡ 法律で年齢による雇用差別を禁じている

ことが､定年は強制できない主な理由である｡ だが､現実には､60歳程度で退職す

るのが一般的で､これは年金が60歳から支給される形が多いためである｡

現地企業の退職金に関する調査結果によると､退職金制度があると回答した企業

は2社 (22%)､ないと解答 した企業は7社 (78%)であった｡また､退職金の支給

金額を回答 した企業は1社のみで､支給金額は､10年勤続でおよそ18ケ月分､最大

で24か月分と回答している｡ オーストラリアの場合､国による年金制度と企業年金

制度が発達しており､これが退職後の生活の中心となっている. 一時金としての退

職金は支給されなかったり､また支給されたとしてもその金額は必ずしも高くない

のが現実のようである｡

(8)教育訓練制度

日系企業の結果

･貴社は､以下の教育訓練制度を実施していますか｡いくつでも○をつけてくだ

さい｡

(1)新入社員集合研修 (2 )､ (2)日本本社への海外派遣研修 (5 )

(3)階層別集合教育訓練 (2 )､ (4)社内職業訓練プログラム (6 )､

(5)通信教育､夜間学校等への金銭的補助 (5 )､(6)社内教養講座 (1 )

(7)新任管理職集合研修 (1 )､(8)制度的OJTプログラム (3 )､

現地企業の結果

･Doesyour･CompanycarryoutthesystemofEducationandTrainingProgramas

follows?PleasemarkXatanyonesthatyou'vebeencarⅣingout.

(1)FormaltrainingprogramforNewEmployees (10 )

(2)Sendingabroadforatrainingatforeigncompany (5 )

(3)FormalinternaltrainingprogramforDifferentLevelsseparately (7 )
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(4)VocationalTrainingProgramforemployees

(5)FinancialSupporttoevening-classesandcorrespondencecourses

(6)Internaleducationalprogram(GeneralCulture)foremployees

(7)FormaltrainingprogramforNewManagementStaffs

(8)On-theJob-Trainingprogram

Others(concretely)(

)

)

)

)

)

6

8

7

6

8

(

(

(

(

(

オース トラリア日系企業の教育訓練制度において､実施の割合が高いものから見

ると､社内職業訓練プログラムが6社､日本本社への海外派遣研修が5社､通信教育､

夜間学校等への金銭的補助が5社､であった｡

オーストラリア現地企業については､新入社員集合研修通信教育が10社､夜間学

校等-の金銭的補助が8社､制度的OJTプログラムが8社､階層別集合教育訓練が 7

社､社内職業訓練プログラムが6社､新任管理職集合研修が6社､実施していると回

答している｡

全般的にみると､日系企業､現地企業共に各種の教育訓練を実施していることが

伺われる｡ 特に､オース トラリア現地企業において､各種の教育訓練プログラムを

積極的に実施しており､この結果は注目されよう｡

第5章 労働時間と休日

(1)労働時間

オース トラリアの現地企業と日系企業を対象とした､労働時間に関する調査結果

について考察してみよう｡

日系企業の結果

･貴社の一一一週間あたりの所定内労働時間は何時問ですか｡(37.5,38,38,38,38,40,40)

現地企業の結果

･Howmanyworkinghoursperweekdoesyourcompanydecideforfulトtime

employees?

(38,38,38.5,40,40,40,40,40 )hours

オース トラリア日系企業の一週間あたりの所定内労働時間を見ると､40時間が2

社 (29%)､38時間が4社 (57%)､37.5時間が1社 (14%)の順となっている｡
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オーストラリア現地企業の一週間あたりの所定内労働時間を見ると､40時間が5

社 (63%)ともっとも多く､38時間が2社 (25%)､38.5時間が1社 (12%)の順と

なっている｡

この結果からすると､日系企業のほうが現地企業と比較するとやや労働時間短縮

が進んでいるように見うけられる｡38時間労働制を導入している日系企業は4社

(57%)､37.5時間労働制を導入している企業が1社 (14%)と､過半数以上の日系

企業が38時間以内の所定内労働制を採用していることになる｡ この労働時間は､国

際的水準から見ても進んでいる水準であろう｡

(2)休日

休日制度に関する調査結果について考察してみよう｡

日系企業の結果

･貴社の休日制度に､最も当てはまるものに1つだけ○をつけてください｡

(1)完全週休2日制 (8 )､ (2)隔週週休2日制 ( )､

(3)週休1日制+土曜半日休日制 ( )､ (4)週休1日制 ( )

その他 (具体的に)(1

現地企業の結果

･Howmanypaidholidayperyeardoesyourcompanydecide?

For1yearsworkingtlme About(ll,20,20,20,20,20,25,28,32)days

For5yearsworkingtlme About(ll,20,2(),20,20,20,28 )days

ForlOyearsworkingtime About(ll,20,2(),20,20,20,28 )days

For20yearsworkingtime About(ll,20,20,20,20,20,28 )days

Formaximumworkingtime About(ll,20,20,20,20,20,28 )days

･Aboutworkingtimesystem,pleasemarkXattheappliedone.

(1)Systemoffive-dayworkweek (6

(2)Systemoffive-dayworkweekforeveryotherweek (1

(3)Systemofsix-dayworkweek+halfSaturdayoff (

(4)Systemofsix-dayworkweek (1

Others(concretely)(



国際経営フォーラムNo.13

日系企業における休 日制度をみると､完全週休2日制 を採 る日系企業が､8社

(100%)とすべての会社で使用されている｡ 著者の他の日系企業の聞き取 り調査に

よると､ある日系電機メーカーは,士 ･日の休 日以外に､隔週の金曜 日を休 日にし

ている｡また､ある日系 自動車製造メーカーは土 ･日の休 日以外に､月1回月曜 日

を休 日にしている｡ このような週休3回制が少数だが､日系企業で導入されている

のが注 目される｡

オース トラリア現地企業における休 日制度をみると､完全週休2日制を採る現地

企業が､6社 (75%)､隔週週休2日制が1社 (12.5%)､週休1日制が1社 (12.5%)

である｡隔週週休2日制を採る現地企業の業種は鉄鋼業である｡ 週休1日制を採るの

は製薬販売の現地企業で､週休1日制はすべての従業員に採用されているのではな

く､ある職の従業員のみで､他の職種の従業員は完全週休2日制を採用 している｡

ただし､隔週週休2日制､週休1日制を採る現地企業とも､州所定内労働時間は40時

間以内である｡

オース トラリア現地企業の1年間の有給休暇 日数に関する調査結果によると､最

大20日から28日とする企業が多かった

第 6章 労使関係

(1)労働組合

日系企業の結果

･貴社に労働組合が存在 しますか｡

(1)はい (6 ) (2)いいえ (3 )

その労働組合は､ どのような形態ですか｡1つだけ○をつけてください｡

(1)企業別組合 ( )､ (2)職種 ･職業別組合 ( )､

(3)産業別組合 (3 )､ (4)わからない ( )

現地企業の結果

･DoyouhaveaLaborUnioninyourcompanyornot?

(1)Yes(5 ) (2)No(4 )

･WhattypeistheLaborUnion?PleasemarkXattheappliedones.

(1)EnterpriseUnion (1 )

(2)CraftorOccupationalUnion(1 )
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(3)IndustrialUnion (3

(4)Neither (

･Howmanylaborunionarethereinyoucompany?

(3,5,5,6,8-10)

オース トラリアの日系企業の労働組合については､企業に組合が存在すると回答

したのは6社 (67%)であり､組合形態は産業別組合が多い｡規模が中堅企業以上

である日系企業は､組合の組織率は高い傾向にある｡

現地企業については､企業に組合が存在すると回答したのは5社 (55%)であり､

組合形態は産業別組合が多かった｡組合が存在しないと回答した現地企業は､ハイ

テク関連の企業が多かった｡一企業にいくつの組合が存在するかに関する回答では､

3つが1社､5つが2社､6つが1社､8-10が1社となった｡組合の数が8-10と回答し

た企業は､オース トラリアを代表する大手資源開発会社である｡

(2)ス トライキ

日系企業の結果

･過去3年間の問にス トライキがありましたか｡

(1)あった (4 ), (2)なかった (5 )

具体的に何回ありましたか｡ (3,1 )回

現地企業の結果

･Werethereanystrikesinthepast3years?

(1)Yes(3 ) (2)No(6 )

Ifany,howmanytimes,pleasestateconcretely (2,4 )Times

日系企業のス トライキ (3年以内)の状況については､あったと回答した企業は4

社 (44%)で､ス トライキの回数は3回が1社､1回が1社という結果となった｡ス ト

ライキがあったと回答したのは､精密機械､羊毛加工､資源開発､製造業関連の企

業である｡

また､現地企業のス トライキ (3年以内)の状況については､あったと回答した

企業は3社 (33%)で､ス トライキの回数は2回が1社､4回が1社という結果となっ
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た｡ス トライキがあったと回答した企業は､製鉄､資源開発､製造業といった組合

の力が強いといわれている業種であった｡

全体としてみると､半分弱の企業でス トライキを経験しているが､オース トラリ

ア現地企業のほうが日系企業よりス トライキの経験企業が少ない傾向にあるのは注

目される｡従来､オース トラリアは労使紛争が多い国であるといわれてきたが､近

年はマクロ的に見ると労使紛争が減少傾向にあることもあり､現地企業においても

労使紛争が頻発する状況ではなくなってきている｡

(3)労使交渉

日系企業の結果

･貴社は今までに､労使交渉において､最も問題となったのほどの点ですか｡当

てはまるものに､いくつでも○をつけてください｡

(1)貸金 (6 )､ (2)労働時間 ･休日 (2 )､ (3)解雇 (2 )､

(4)差別 ( )､ (5)安全 ･衛生 ( )､(6)福利厚生 ( )

その他 (具体的に)(

現地企業の結果

･Untilthismoment,whatistheimportantpointofthenegotiationsinindustrial

relations(betweenmanagementandlabor)?PleasemarkXatanyonesyouhave.

(1)Wages(Salary) (4 ) (2)Workingtimesandholidays

(3)Lay一〇ffandDismissal (3 ) (4)Discrimination

(5)WorkingSafetyandConditions (3 ) (6)Welfare

Others(concretely)(

･11

11

--

2/

.t
l
/

日系企業において労使交渉において問題 となるのは､賃金が6社､労働時間 ･休

日が2社､解雇が2社という結果となった｡

また､現地企業の労使交渉では､賃金が4社､解雇が3社､安全 ･衛生が3社､労

働時間 ･休日が2社､という結果となった｡

全体的には､日系､現地企業とも貸金､解雇 ･レイオフ､労働時間 ･休日に関す

る労使交渉が最も重要である｡
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おわりに

オース トラリアの企業経営は, 全般的には, イギリスの影響が強く, イギリス

の企業経営の変形ともいえる｡ オース トラリアの企業経営は, サッチャーの経済

改革以前のかつてのイギリスと共通している面が多い｡イギリスの植民地から出発

した兄弟国のアメリカとも企業経営で共通する面も多いが, 両国の歴史的 ･経済

的 ･社会的な相違から,アメリカとオース トラリアの企業経営は相違する点もある｡

その意味で, アングロサクソン諸国といわれている, アメリカ ･オース トラリ

ア ･イギリスとでは, 微妙に相違する｡

本調査結果によるオース トラリアの企業経営の特徴について､まとめてみよう｡

第 1に, トップマネジメントとコーポレー トガバナンスについては, ほとんど

の現地企業で､外部取締役と外部監査役を置き､取締役会と経営執行委員会は明確

に分離している｡ メインバンクシステムも持つ現地企業は少ない｡オース トラリア

の場合､機関株主がかなり存在し､株主の力が強い｡オース トラリア現地企業のコ

ーポレー トガバナンスは､基本的にはイギリス, アメリカ等のアングロサクソン

諸国と共通している面が多い｡オース トラリア企業は､ROIのような株主の利益を

重視する経営でアメリカと共通している｡ 会社は誰のものかと闘われたら､オース

トラリアでは, アメリカと同じく株主重視であると答えるであろう｡オース トラ

リアの企業は, 資金調達において, 金融機関からの融資を主体とする間接金融よ

りも､株式市場等から資金を調達する直接金融を重視 している傾向があることも,

株主重視となるのであろう. さらに､オース トラリア企業の株主は, 外国資本が

多いという特徴もある｡ オース トラリアでは､各種の機関投資家は重要な存在であ

り､株主としてその比重は高い｡だが､オース トラリアは､アメリカと比較すると､

年金基金のような機関投資家が､大株主として大きな力を持つことは少ない傾向が

ある｡ それは, オース トラリアは, 年金は公的年金が主体であるため､年金基金

等の発達がアメリカより少ないこと, また, 個人資産の中で株式等の証券や投資

信託の比重もアメリカより低い, 等のためであろうと考えられる｡

第 2に, 人的資源管理全般の特徴については､労使関係やアワー ド等の側面で

オース トラリア特有のものがある｡労働条件については, 労働時間, 休 日等で国

際的水準からしてもかなり恵まれている｡38時間労働の普及, 週休完全2日制, 長

期年次有給制度､等でかなり進んでいる｡労働組合, 労使関係については, オー

ス トラリアでは労働組合の力が強いこと, 労働組合組織率が近年低下しているが

依然として国際的にみると高いこと, 中央による労使交渉, アワー ド, 強制仲裁
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制度という特有の制度が存在すること, 等の特徴がある｡ 賃金制度については,

基本的には,ブルーカラーについては職種別同一賃金が原則である｡ 賃金構造から

すると年功的賃金体系にないが, 実質的には, 年齢が上がれば職務が上位になる

傾向があることから, 賃金は年齢により上昇する傾向がみられる｡

第 3に報酬とインセンティブについては､本調査の結果から以下の点を指摘でき

る｡ 現地企業と日系企業の貸金は､ブルーカラーについては､週給､時給をベース

とし､ホワイトカラーについては月給や年俸をベースとしている形態が一般的であ

る｡ただ､一部のオーストラリア現地企業 (特に新しい高度技術関連の企業が多い)

で､年俸や月給を基本とした賃金形態を見られ､このブルーカラーのホワイトカラ

ー化というべき動きは注目されよう｡ ボーナスについては､現地企業と日系企業共

に､好業績に対する従業員への利益還元, または, 経営者や管理者に対するイン

センティブ､業績分配といった性格が強い｡オーストラリア現地企業の賃金決定に

おけるアワード適応については､ブルーカラーについては､アワードが適応されて

いる割合が約3分の2程度で､事務職､技術職､管理職といったホワイトカラーにつ

いては､アワー ドが適応される割合が約3分の1程度である｡近年､ブルーカラーに

おいても､アワードを適用せず､企業ごとの個別交渉により決定される事例が増加

しており､注目すべきであろう｡賃金決定のための業績評価の実施している割合は､

ブルーカラーについては､日系企業が約3分の1であり､現地企業が約3分の2である｡

ホワイトカラーの業績評価については､日系企業､現地企業とも､ほとんど実施し

ている｡ 近年オーストラリアの企業において､ブルーカラーにおいても業績評価を

導入しようとする経営側の動きがあることは注目されよう｡ インセンティブについ

ては､かなりの現地企業で従業員持株制､業績給の導入､ストックオプション､従

業員への会社利益の一定割合の配分等を採用している｡ 従業員のインセンティブと

して従業員持株制､経営者のインセンティブとしてストックオプションが実施され

ているようである｡

第 4に､雇用管理については､以下の特徴がある｡ 新卒採用については､オース

トラリアの大規模な現地企業では､特に技術系を中心として､大学新卒採用を採用

制度の1つとして導入している｡他部門､他職種を含めた配置転換については､日

系企業はあまり行われていない傾向にある｡ 現地企業は､日系企業と比較すると､

全般的には各職種とも他部門への配置転換が実施されている結果となった｡これは､

オーストラリアの企業経営の動きとして､マルチスキル､多能工という動きがある

こと､また､事務職 ･管理職においてもチームマネジメント､ジェネラリストへの
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再評価の動きがあることに無縁ではあるまい｡内部昇進については､現地企業は日

系企業と比較すると､全般的には各職種とも内部昇進を重視し､実施されている結

果となった｡オース トラリア現地企業の一部に､内部昇進の傾向が強い企業が存在

するようである｡キャリア形成については､現地企業､日系企業とも事務職 ･オフ

ィススタッフについては､スペシャリス ト､専門職としての傾向が強いが､管理職

のレベルになるとスペシャリス トのケースのみでなく､ジェネラリス トのケースも

あり多様のようである｡管理職は､将来の経営者候補としてさまざまな経歴を踏む

ことも要求されること､多様な職場で管理者として能力を発揮することが望まれる

こと､等のため､ある程度ジェネラリス トとしての素質 ･能力や要求されるのであ

ろう｡レイオフについては､現地企業については､業績悪化や事業縮小等場合､か

なり思い切ったレイオフが行われる現実がある｡ただし､現地企業においても､原

則として､正社員を解雇せず､長期雇用を維持 しようとしている企業が少数だが存

在することから､なるべ くレイオフを避け長期雇用を維持している現地企業も存在

する点の認識も重要であろう｡ 定年退職制度については､オース トラリア現地企業

では存在しない形が一般的である｡法律で年齢による雇用差別を禁じていることが､

定年は強制できないのが主な理由である｡オース トラリアの場合､国による年金制

度と企業年金制度が発達しており､これが退職後の生活の中心となっている｡一時

金としての退職金は支給されなかったり､また支給されたとしてもその金額は必ず

しも高くない｡

第 5に､労使関係については､以下の特徴がある.〕日系企業､現地企業とも労働

組合が存在すると回答したのは､約半分強の企業であった｡組合形態は産業別組合

が多い｡全体としてみると､半分弱の企業でス トライキを経験しているが､オース

トラリア現地企業のほうが日系企業よりス トライキの経験企業が少ない傾向にある

のは注目される｡ 従来､オース トラリアは労使紛争が多い国であるといわれてきた

が､近年はマクロ的に見ると労使紛争が減少傾向にあることもあり､現地企業にお

いても労使紛争が頻発するする状況ではなくなってきている｡

労使交渉の項目については､日系企業､現地企業とも貸金､解雇 ･レイオフ､労

働時間 ･休日に関する問題が最も重要である｡

以上､本調査結果を総括すると､従来言われてきたオース トラリアの企業経営の

特徴としてのアワー ドの存在､特有の労使関係､職務境界､配置転換の困難さ､ス

ペシャリス ト的キャリア形成は､依然として存在するものの､ -一部の先進的現地企

業では､アワー ドからの離脱､ブルーカラー従業員への業績評価の導入､積極的な
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配置転換､ジェネラリストの重視､といった新 しい動きが見られる｡ 従来の伝統的

なオーストラリアの企業経営から脱却し､新たな経営スタイルを模索するこれらオ

ース トラリアの現地企業の動向がこれからますます注目されよう｡
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